
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必

要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。

第
十
九
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
十
九
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

７５ 平
成
24年

11月
議
案


